
秋号

2025.11

No.151ほうじん会報



C O N T E N T S

■三沢基地航空祭

■会長の見聞録！ 2
　

■この人に聞く 3
　

■十和田税務署だより 4
■税理士からのひとことアドバイス 5
■上十三○ざ縁会2025 6
■女性部会より 6
■本部・支部だより 7
■青年部会だより 7
■女性部会だより 7
■スケジュール 7

2

■ ほうじん会報 №151 ■



この人に聞く

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

大 　 向 　 智 　 浩

十和田税務署　人事異動（７月10日付）　幹部職員の紹介
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十和田税務署だより十和田税務署だより

お勧めのキャッシュレス納付方法

ダ イ レ ク ト 納 付 インターネットバンキング等

クレジットカード納付

e-Taxで
申告・納税 口座引落し

インターネットバンキング等を操作し納付

専用サイトで必要事項を入力し納付

　e-Taxを操作して指定した預貯金口座から
振替により納付する手続です。

【問い合わせ先】　十和田税務署　管理運営部門
　　　　　　　　☎（0176）23－3151（代表）

　契約しているインターネットバンキング
等から納付する手続です。※注１

　「国税クレジットカードお支払いサイト」
から納付する手続です。※注２

税務署への届出 要
納 付 手 数 料 不要

税務署への届出 不要
納 付 手 数 料 原則不要

税務署への届出 不要
納 付 手 数 料 要

◆自動ダイレクトでさらに便利に！
　申告等データを送信する画面で「自動ダイ
レクトを利用する」旨の項目にチェックを入
れて送信すると、申告等データの送信と併せ
てダイレクト納付の手続をすることができ、
申告と納付手続きが同時に完了します。

・インターネットバンキング等を利用している

・インターネットで事前に残高を確認してから
納付したい

・主にクレジットカード決済を利用している

・納付する機会が多い
・手数料がかからない手続を利用したい
・納付日付を指定したい
・複数口座での振替を利用したい

e-Taxを利用している（又は今後利用したい）

キャッシュレス納付のメリット

e-Taxを利用していない

・金融機関や税務署の窓口に行かなくても非対面でＯＫ
・待ち時間なし
・時間を問いません（e-Taxの利用時間及び金融機関システムの稼働
時間等によっては利用できない時間帯があります）

※注１…インターネットバンキングの納付手数料は
不要ですが、インターネットバンキングや
ATM等の利用のための手数料がかかる場
合があります。

※注２…徴収高計算書の提出が必要な源泉所得税の
納付にはe-Taxの利用が必要です。
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　　佐藤司税理士事務所

税理士 　佐　藤　　　司 氏

ひとことアドバイスひとことアドバイスひとことアドバイス
税理士か

らの

　ただし、暗号資産の譲渡は、消費税法上で

は、支払手段及びこれに類するものの譲渡に

該当するため非課税となります。

　法人が、暗号資産の譲渡等を行った場合も

個人と同様課税対象となります。

　法人の場合、事業年度終了の時に暗号資産

を保有する場合には注意が必要です。

　法人が、事業年度終了の時に暗号資産を保

有する場合には、期末に時価評価して帳簿価

額との差額（評価損益）をその事業年度の益

金又は損金の額に算入する必要があります。

　また、暗号資産を相続や贈与により取得し

た場合には、相続税又は贈与税が課税されま

す。

　暗号資産は、相続税法に規定する金銭に見

積もることができる経済的価値のある財産に

該当するためです。

　暗号資産に関する税務上の取り扱いについ

ては、毎年税制改正が行われており、今後も

注意深く見守っていく必要がありそうです。

　近年、「暗号資産（仮想通貨）」という言葉

をよく耳にするようになりました。

　「暗号資産（仮想通貨）」とは、インターネッ

ト上でやりとりできる財産的価値であり、「資

金決済に関する法律」で定義されています。

　代表的な暗号資産には、ビットコインや

イーサリアムなどがあります。

　一般に、暗号資産は、「交換所」や「取引所」

と呼ばれる事業者から入手・換金することが

できます。

　ですから、暗号資産はだれでも売買するこ

とができますが、個人が暗号資産の取引を行

うことにより生じた利益は、所得税の課税所

得となります。

　また、入手した暗号資産で商品を購入した

場合や暗号資産を無償・低額で譲渡した場合

にも、暗号資産の価値が増加した分に対して

所得税が課税されます。

　これは、暗号資産は通貨ではないため、資

産の譲渡にあたるためです。

暗号資産に関する
　税務上の取り扱いについて
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10月10日（金） 午後６時
サン・ロイヤルとわだ

●幸　運　賞
ReFa

●ダイヤモンド賞

●エメラルド賞

●特　別　賞

●イベント実行委員長賞
ReFa

豪華景品の当選者（上位のみ）
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20日（木）・21日（金）

13日（木）

18日（火）

19日（水）

25日（火）
第39回全国青年の集い（山梨大会）

市長・議長へ提言

女性部会 CHAIR YOGAおよび忘年会（とわふる/吉次郎）

県知事・県議会議長へ提言

年末調整説明会（サン・ロイヤルとわだ）

11 月スケジュール

◆本　部

　本取り組みは、国税庁、日税連の協力により法人
会で作成した「自主点検チェックシート」により、
企業自らが内部統制面や経理面の資質向上に向け自
主点検を行い、これを通じて企業の成長をめざし、
ひいては税務リスクの軽減にもつながることを期待
するものです。
　自主点検チェックシートは、当法人会のホーム
ページからダウンロードができますので、是非とも
ご活用ください。 （後援 : 国税庁）

企業税務コンプライアンス
向上のための取組

http://houjin-13.or.jp/

　「法人会は税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、国と社
会の繁栄に貢献する経営者の団体」として全国で約70万社の企業が加入しています。
　公平で健全な税制実現のため、会員企業の声を立法府等にアピールするとともに、税の啓発や
租税教育を積極的にすすめています。
　当会では、新会員を募集しております。会員の皆様方のお知り合いで未加入企業がありました
ら、是非ご紹介をお願いいたします。併せて、青年部会員と女性部会員も募集中 !

連絡先／公益社団法人 上十三法人会　☎0176－25－3435

新会員新会員
募集中!募集中!
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